
2024 年度の堺市域における化学物質排出量等の集計結果 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（以下、化管法という。）

で規定するＰＲＴＲ制度（化学物質排出移動量届出制度）および、大阪府生活環境の保全等に関する条例

（以下、府条例という。）で規定する大阪府化学物質管理制度に基づき、堺市域の事業者から 2024年度

の化学物質排出量等について届出がありましたので、その集計結果をお知らせします。 

※ 四捨五入の関係で、図表や本文中の各値を用いて算出した合計値や割合が一致していない場合があります。 

Ⅰ.化学物質の排出量等の届出について 

１．届出制度の概要 

＜化管法と府条例の届出制度の概要＞ 

 化管法 府条例 

届出内容 排出量・移動量 取扱量 排出量・移動量・取扱量 

対象物質 化管法で定める 515 物質 揮発性有機化合物（VOC） 

届
出
事
業
者 

業種 製造業等 24 業種 
製造業等 24 業種 

（燃料小売業は事業所数の変動を届出） 

従業員数 事業者が常時使用する従業員数が 21 人以上 

事業所の要件 

年間取扱量が 1 ﾄﾝ以上（VOC は総量が 1 ﾄﾝ以上） 

（特定第一種指定化学物質（ベンゼン等 23 物質）は 0.5 ﾄﾝ以上） 

特別要件を満たす施設の設置  

＜環境中への排出先・事業所外への移動先の詳細＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．届出件数 

化管法に基づく届出：191 件（前年度：190件） 

府条例に基づく届出：165 件（前年度：163件） 

 

３．届出排出量・移動量 

 2024 年度の堺市域の届出排出量・移動量の合計

は 7,858 ﾄﾝとなっています。 

最も多いのは廃棄物としての移動量の 5,538 ﾄﾝ

で 70.5％を占め、次に大気への排出量が 2,292 ﾄ

ﾝで 29.2％を占めています。 

（③土壌及び④事業所内での埋立処分の届出はありません。） 

②公共用水域  

22 ﾄﾝ 0.3% 
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①大気 

②公共用水域 

③土壌 

④事業所内での埋立処分 

＜事業所外への移動＞ 

⑤下水道 

⑥事業所外への移動（廃棄物） 

図１ 2024 年度 堺市域届出排出量・移動量 

①大気 

2,292 ﾄﾝ 

29.2% 

⑥事業所外への

移動（廃棄物） 

⑥事業所外

への移動 

（廃棄物） 

5,538 ﾄﾝ 

70.5% 

①大気 

②公共用水域 

（直接） 

⑤下水道 

③土壌 ④事業所内で

の埋立処分 

⑤下水道 

5 ﾄﾝ 0.1% 



４．届出排出量 

（１）届出排出量 

 堺市域における 2024 年度の届出排出量は、2,314 ﾄﾝであり、2023 年度より 159 ﾄﾝ減少しまし

た。（※ 但し、2023 年４月１日より、化管法及び府条例の届出対象物質が改正されており、2022 年

度以前と 2023 年度以降では、届出対象物質の一部が異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出排出量 物質別・業種別 

物質別の届出排出量では、トルエンが最も多く、ついでキシレンとなっています。トルエン、キシレン、

エチルベンゼンは塗料や溶剤等に使用されており、生産活動の拡大縮小等により増減しています。 

業種別の届出排出量では、石油製品・石炭製品製造業からの排出量が最も多く、ついで金属製品製造業

となっています。 
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図３ 物質別排出量 
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2023 年度    2024 年度 

 

図４ 業種別排出量 
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５．届出移動量 

（１）届出移動量 

堺市域における 2024 年度の届出移動量は、5,543 ﾄﾝであり、2023 年度より 935 ﾄﾝ減少しまし

た。（※ 但し、2023 年４月１日より、化管法及び府条例の届出対象物質が改正されており、2022 年

度以前と 2023 年度以降では、届出対象物質の一部が異なります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）届出移動量 物質別・業種別 

物質別の届出移動量では、マンガン及びその化合物が最も多く、ついでＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、

亜鉛の水溶性化合物となっています。クロム及び三価クロム化合物は、生産活動の減少等により大幅に減

少しています。 

業種別の届出移動量では、鉄鋼業が最も多く、ついで化学工業となっています。いずれの業種も、主に

生産活動の拡大縮小等により増減しています。 
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図７ 業種別移動量 

（上位５業種） 
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図６ 物質別移動量 
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図５ 届出移動量の推移 
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６．届出取扱量 

 堺市域における 2024 年度の届出取扱量は 523 万ﾄﾝであり、うち 95.6％を VOC が占めています。 

 

Ⅱ．化学物質管理目標の届出について 

 府条例では、排出量等の届出のほか、管理目標の届出が規定されており、常時使用される従業員数が

50 人以上の事業所を対象に届出を義務付けています。 

 管理目標の届出件数は 83 件で、届出事業所のうち 7 割以上が VOC を管理目標の対象物質として設

定しています。 

 

１．管理目標の届出書で設定された管理の改善方法 

 

2．管理目標の届出事業所における排出量 

 管理目標の届出事業所における 2024年度の排出量の合計は、2,138 トンであり、堺市域における届

出排出量の 92.4％を占めています。2023年度と比較して、管理目標の届出事業所における排出量の合

計は 7.0％減少し、堺市域における届出排出量も 6.4％減少しています。 

 2023 年度 2024 年度 増減率 

管理目標の届出事業所における排出量の合計 2,298 ﾄﾝ 2,138 ﾄﾝ -7.0％ 

堺市域における届出排出量 2,473 ﾄﾝ 2,314 ﾄﾝ -6.4% 

 

Ⅲ．今後の取組み 

 堺市では、届出事業所への立入検査を行うことで、化学物質が適正に管理されていることを確認してい

きます。届出された管理計画書については進捗状況の確認を、管理目標については目標達成に向けた取組

状況の確認を実施し、事業所ごとに指導・助言を行います。 

管理の改善方法 具体的な方策例 

排出量の削減 
VOC 処理装置の導入 

容器の蓋の開け閉めを徹底管理 

取扱量の削減 工程の見直しによりムリ・ムダ・ムラをなくす 

マネジメントシステムの改善 
ISO14001 認証の取得（環境マネジメントシステムの構築） 

緊急事態発生時における訓練の実施 

有害性の低い物質への代替 
洗浄液を有害性の低い洗浄液に代替 

塗料用シンナーを有害物質の含有率が低いものに代替 

その他の改善 
レスポンシブル・ケア活動の推進 

環境活動レポートの発行 


